
 

業 務 連 絡 

令和８年３月４日 

 

各 自動車整備振興会 御中 

 
一  般

社団法人日本自動車整備振興会連合会 

教育・技術部 

 

 

審査事務規程（交通研部分）の一部改正について 

 

 

前略 今般、独立行政法人自動車技術総合機構より、審査事務規程の一部改正等が

ありましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

別紙１：改正概要等  

別紙２：審査事務規程（第７１次改正新旧対照表） 

別紙３：自動車等の先行受託試験実施要領（新旧対照表） 

別紙４：審査関係連絡事項について（新旧対照表） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件に関する問合わせ：日整連 教育・技術部 技術課 小山、日下部、岩堀） 



 

令 和 8 年 3 月 2 日 

交通安全環境研究所 

自 動 車 認 証 審 査 部  

審査事務規程（交通研部分）の一部改正について 

 

１．背景 

道路運送車両法の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部改正(令和 8 年国土交通省令

第 9 号)、道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自

動車及び第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示の制定（令

和 8 年国土交通省告示第 279 号)等に伴い、下記の規程等を改正する。 

 

 

２．内容 

（１）「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号） 

①  審査の実施方法の見直し 

審査の実施方法に道路運送車両の保安基準第 58 条の 3 の規定による自動車の認定要領

（以下「認定要領」という。）を追加する改正を行う。 

②  審査結果の通知方法の見直し 

認定要領に基づき国土交通大臣への審査結果の通知方法を追加する改正を行う。 

 

（２）「審査関係連絡事項」（平成 28 年 4 月 1 日 自交審第 36 号） 

①  用語の定義の見直し 

用語の定義に認定要領を追加する改正を行う。 

②  審査に係る書面関係の見直し 

認定要領に基づく書面の提出日を追加する改正を行う。 

 

（３）「自動車等の先行受託試験実施要領」（平成 28 年 4 月 1 日 所長通達第１号） 

  先行受託試験期間契約に係る誤記修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１



 

３．関連する法令等 

・道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 

（令和 8 年 2 月 16 日国土交通省令第 9 号) 

・道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び

第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示 

（令和 8 年 2 月 16 日国土交通省告示第 279 号) 

・道路運送車両の保安基準第 58 条の３の規定による自動車の認定要領（依命通達） 

（令和 8 年 2 月 16 日国自審第 2560 号） 

 

４．施行日 

令和 8 年 3 月 2 日 

 

以上 
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「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日規程第 2 号）第 71 次改正新旧対照表 

令和 8 年 3 月 2 日改正 

新 旧 

 

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 

 

目次（略） 

 

第 1 章 総則 

1-1～1-2（略） 

 

1-3 用語の定義 

  この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。 

分類 用語 内容 

(略) (略) (略) 

た (略) (略) 

(削除) 

 

 

 

 

(削除) 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 

1-3-1（略） 

1-4～1-6（略） 

 

第 2 章 自動車の型式の指定等に係る審査の実施方法 

 

2-1 審査の開始  

審査は、原則として、国土交通大臣から申請書等を受領した旨連絡があり、かつ、申

請者等から審査に係る書面の提出があったときに開始するものとする。  

 

2-2 審査の実施方法  

（1）法、施行規則及び保安基準によるほか、次に掲げる法令等に基づき、自動車、共通

構造部及び自動車の装置（以下第 2 章において「自動車等」という。）並びに業務

管理システムの審査を実施するものとする。  

① 自動車型式指定規則  

② 共通構造部型式指定規則  

③ 装置型式指定規則  

④ 燃費算定等に関する省令  

 

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 

 

目次（略） 

 

第 1 章 総則 

1-1～1-2（略） 

 

1-3 用語の定義 

  この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。 

分類 用語 内容 

(略) (略) (略) 

た (略) (略) 

大臣認定要領 道路運送車両法の保安基準第 56 条第 4 項の規定に

よる試験自動車の認定要領について（平成 14 年 10

月 25 日付け国自審第 883 号）別添の道路運送車両

の保安基準第 56 条第 4 項の規定による試験自動車

の認定要領をいう。 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 

1-3-1（略） 

1-4～1-6（略） 

 

第 2 章 自動車の型式の指定等に係る審査の実施方法 

 

2-1 審査の開始  

審査は、原則として、国土交通大臣から申請書等を受領した旨連絡があり、かつ、申

請者等から審査に係る書面の提出があったときに開始するものとする。  

 

2-2 審査の実施方法  

（1）法、施行規則及び保安基準によるほか、次に掲げる法令等に基づき、自動車、共通

構造部及び自動車の装置（以下第 2 章において「自動車等」という。）並びに業務

管理システムの審査を実施するものとする。  

① 自動車型式指定規則  

② 共通構造部型式指定規則  

③ 装置型式指定規則  

④ 燃費算定等に関する省令  

別添２
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新 旧 

⑤ 自動車の特定改造等の許可に関する省令  

⑥ 細目告示  

⑦ 適用関係告示  

⑧ 燃費算定等に関する告示  

⑨ 長距離耐久告示  

⑩ 自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示  

⑪ 技術基準通達  

⑫ 審査基準通達  

⑬ 自動車型式認証実施要領  

⑭ 共通構造部型式指定実施要領  

⑮ 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領  

⑯ 共通構造部（協定規則第 0号）型式認証実施要領  

⑰ 装置型式指定実施要領  

⑱ 輸入自動車特別取扱制度  

⑲ 道路運送車両の保安基準第 56 条第 4 項の規定による試験自動車の認定要領 

⑳ 道路運送車両の保安基準第 58 条の 3 の規定による自動車の認定要領 

㉑ 自動車の特定改造等の許可実施要領  

㉒ 自動車の特定改造等の許可に関する省令及び自動車の特定改造等の許可に関す

る技術上の基準に係る細目等を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める

ものについて（依命通達）  

㉓ その他自動車等及び業務管理システムの審査に関係する通達 

 

（2）～（5）（略） 

 

2-3～第 11 章（略） 

 

様式 1～様式 4（略） 

 

様式 5-1 道路運送車両の保安基準第 56 条第 4項の規定に基づく試験自動車の審査結果

通知書 

 

⑤ 自動車の特定改造等の許可に関する省令  

⑥ 細目告示  

⑦ 適用関係告示  

⑧ 燃費算定等に関する告示  

⑨ 長距離耐久告示  

⑩ 自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示  

⑪ 技術基準通達  

⑫ 審査基準通達  

⑬ 自動車型式認証実施要領  

⑭ 共通構造部型式指定実施要領  

⑮ 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領  

⑯ 共通構造部（協定規則第 0号）型式認証実施要領  

⑰ 装置型式指定実施要領  

⑱ 輸入自動車特別取扱制度  

⑲ 大臣認定要領  

（追加） 

⑳ 自動車の特定改造等の許可実施要領  

㉑ 自動車の特定改造等の許可に関する省令及び自動車の特定改造等の許可に関す

る技術上の基準に係る細目等を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める

ものについて（依命通達）  

㉒ その他自動車等及び業務管理システムの審査に関係する通達  

 

（2）～ （5）（略） 

 

2-3～第 11 章（略） 

 

様式 1～様式 4（略） 

 

様式 5 道路運送車両の保安基準第 56 条第 4 項の規定に基づく試験自動車の審査結果 

通知書 
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新 旧 

様式 5-1（3-1 関係）  

 

番   号 

年 月 日 

 

国土交通大臣 殿 

 

    独立行政法人 

自動車技術総合機構理事長       

 

道路運送車両の保安基準第 56 条第 4 項の規定に基づく試験自動車の 

審査結果通知について 

 

年 月 日付け         号にて審査依頼がありました、下記に掲げる車

名及び型式の試験自動車について指示内容を審査した結果、「道路運送車両の保安基

準」（昭和 26 年運輸省令第 67 号）の規定に適合｛する／しない｝と判断したので通

知します。 

 

記 

 

車名    型式 

 

｛保安基準の緩和を要する項目｝ 

 

｛審査に関する所見等｝ 

 

 

様式 5-2 道路運送車両の保安基準第 58 条の 3第 1項の規定に基づく自動車の審査結果

通知書 

 

様式 5-2（3-1 関係）  

 

番   号 

年 月 日 

 

国土交通大臣 殿 

 

    独立行政法人 

自動車技術総合機構理事長       

様式 5（3-1 関係）  

 

番   号 

年 月 日 

 

国土交通大臣 殿 

 

    独立行政法人 

自動車技術総合機構理事長       

 

道路運送車両の保安基準第 56 条第 4 項の規定に基づく試験自動車の 

審査結果通知について 

 

年 月 日付け         号にて審査依頼がありました、下記に掲げる車

名及び型式の試験自動車について指示内容を審査した結果、「道路運送車両の保安基

準」（昭和 26 年運輸省令第 67 号）の規定に適合｛する／しない｝と判断したので通

知します。 

 

記 

 

車名    型式 

 

｛保安基準の緩和を要する項目｝ 

 

｛審査に関する所見等｝ 

 

 

（追加） 
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新 旧 

 

道路運送車両の保安基準第 58 条の 3 第 1 項の規定に基づく自動車の 

審査結果通知について 

 

年 月 日付けで             から申請がありました、下記に掲げ

る車名及び型式の自動車について、該当する保安基準の項目を審査した結果、「道路運

送車両の保安基準」（昭和 26 年運輸省令第 67 号）の規定に適合｛する／しない｝と

判断したので通知します。 

 

記 

 

車名    型式 

 

｛審査に関する所見等｝ 

 

 

様式 6～様式 8（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 6～様式 8（略） 

 

附則(令和 8年 3月 2 日規程第 35 号) 

  この規程は、令和 8 年 3月 2 日から施行する。 
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「自動車等の先行受託試験実施要領」（平成 28 年 4 月 1 日所長通達第 1 号）新旧対照表 

 

令和 8 年 3 月 2 日改正 

新 旧 

 

自動車等の先行受託試験実施要領 

 

第 1 条～第 8 条（略） 

 

様式 1～様式 2-1（略） 

 

様式 2-2 

 

第 1 条～第 14 条（略） 

 

（本契約終了の効果） 

第 15 条 事由の如何を問わず、第 7 条第 2 項、第 7 条第 3項、第 9 条第 5 項、第 10 条、

第 11 条、第 12 条第 2 項、第 13 条、第 14 条、本条、第 16 条の各規定は、本契約終

了後も有効に存続する。 

 

第 16 条（略） 

 

様式 3～様式 6（略） 

 

（別添）（略） 

 

別表（略） 

 

 

自動車等の先行受託試験実施要領 

 

第 1 条～第 8 条（略） 

 

様式 1～様式 2-1（略） 

 

様式 2-2 

 

第 1 条～第 14 条（略） 

 

（本契約終了の効果） 

第 15 条 事由の如何を問わず、第 6 条第 5 項、第 7 条第 2項、第 7 条第 3 項、第 10 条、

第 11 条、第 12 条第 2 項、第 13 条、第 14 条、本条、第 16 条の各規定は、本契約終

了後も有効に存続する。 

 

第 16 条（略） 

 

様式 3～様式 6（略） 

 

（別添）（略） 

 

別表（略） 

 

附則（令和 8 年 3 月 2 日所長通達第 1275 号） 

この規程は、令和 8 年 3 月 2日から施行する。 

別添３
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「審査関係連絡事項について」（平成 28年 4月 1日 自交審第 36 号）新旧対照表 

 

令和 8年 3月 2日改正 

新 旧 

 

審査関係連絡事項 

 

1. 用語の定義 

本文における用語の定義は、次に定めるところによります。 

（1）～（14）（略） 

（15）「56 条第 4 項の規定による試験自動車の認定要領」とは、道路運送車両の保安

基準第 56 条第 4 項の規定による試験自動車の認定要領について（平成 14 年 10 月

25 日付け国自審第 883 号）別添の道路運送車両の保安基準第 56 条第 4 項の規定

による試験自動車の認定要領をいう。 

（16）「58 条の 3 の規定による自動車の認定要領」とは、道路運送車両の保安基準第

58 条の 3 の規定による自動車の認定要領について（依命通達）（令和 8 年 2 月 16

日付け国自審第 2560 号）別添の道路運送車両の保安基準第 58 条の 3 の規定によ

る自動車の認定要領をいう。 

（17）「協定規則」とは、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装

置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて

行われる認定の相互承認のための条件に関する協定（平成 10 年条約第 12 号）に

基づく規則をいう。 

（18）「認定証」とは、協定規則に定める認定証をいう。 

（19）「審査・リコール課」とは、国土交通省物流・自動車局審査・リコール課をいう。 

（20）「型式指定申請」とは、国土交通大臣に対して行う、型式指定規則第 2 条の規定

による指定の申請、共通構造部指定規則第 2 条の規定による指定の申請及び装置

指定規則第 3 条の規定による指定の申請をいう。 

（21）「型式指定申請等」とは、型式指定申請、国土交通大臣に対して行う、型式認証

実施要領別添 2 新型自動車取扱要領第 2 第 1 項の規定による届出（以下、「新型

届出」という。）、同取扱要領第 4 第 1 項の規定による変更の届出（以下、「新型変

更届出」という。）、輸入車特別取扱別紙輸入自動車特別取扱要領第 1 第 1 項の規

定による届出（以下、「PHP 届出」という。）、同要領第 6 の規定による変更の届出

（以下、「PHP 変更届出」という。）、56 条第 4 項の規定による試験自動車の認定要

領 6.の規定による認定の申請、同要領 11.の規定による変更の承認の申請、58 条

の 3 の規定による自動車の認定要領第 5 の規定による認定の申請及び同認定要領

 

審査関係連絡事項 

 

1. 用語の定義 

本文における用語の定義は、次に定めるところによります。 

（1）～（14）（略） 

（15）「大臣認定要領」とは、道路運送車両の保安基準第 56 条第 4 項の規定による試験自

動車の認定要領について（平成 14 年 10 月 25 日付け国自審第 883 号）別添の道路運送車

両の保安基準第 56 条第 4 項の規定による試験自動車の認定要領をいう。 

 

（追加） 

 

 

 

（16）「協定規則」とは、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装

置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行

われる認定の相互承認のための条件に関する協定（平成 10 年条約第 12 号）に基づ

く規則をいう。 

（17）「認定証」とは、協定規則に定める認定証をいう。 

（18）「審査・リコール課」とは、国土交通省物流・自動車局審査・リコール課をいう。 

（19）「型式指定申請」とは、国土交通大臣に対して行う、型式指定規則第 2 条の規定

による指定の申請、共通構造部指定規則第 2 条の規定による指定の申請、装置指定

規則第 3 条の規定による指定の申請をいう。 

（20）「型式指定申請等」とは、型式指定申請、国土交通大臣に対して行う、型式認証

実施要領別添 2 新型自動車取扱要領第 2 第 1 項の規定による届出（以下、「新型届

出」という。）、同取扱要領第 4 第 1 項の規定による変更の届出（以下、「新型変更

届出」という。）、輸入車特別取扱別紙輸入自動車特別取扱要領第 1 第 1 項の規定に

よる届出（以下、「PHP 届出」という。）、同要領第 6 の規定による変更の届出（以

下、「PHP 変更届出」という。）、大臣認定要領 6.の規定による認定の申請及び同要

領 11.の規定による変更の承認の申請をいう。 
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第 12 の規定による変更の申請をいう。 

（22）「申請者等」とは、型式指定申請等を行う者をいう。 

（23）「申請自動車製作者等」とは、型式指定申請を行う者のうち、自動車を製作する

ことを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者

であって当該自動車を本邦に輸入することを業とするものをいう。 

（24）「審査に係る書面」とは、型式指定申請等に際し、研究所あてにご提出いただく

ことが定められている書面をいう。 

（25）「ミーティング」とは、型式指定申請等に際し、研究所あてにご説明いただくこ

とが定められている事項及び実施する試験項目に関する事項等の打ち合わせを

行う会議をいう。 

（26）「先行受託試験」とは、自動車等の先行受託試験取扱規程（平成 28 年 4 月 1 日

付け規程第 29 号）に基づく試験をいう。 

（27）「技術的検証」とは、型式指定申請に係る技術的検証取扱規程（平成 28 年 10 月

24 日付け規程第 68 号）に基づく検証をいう。 

 

2．～3.6.（略） 

 

4. 審査に係る書面関係 

4.1. 審査に係る書面については、原則として、国土交通省での型式指定申請等の受付

を希望する日の 9 日前（PHP 届出、PHP 変更届出、58 条の 3 の規定による自動車の

認定要領第 5 の規定による認定の申請及び同認定要領第 12 の規定による変更の申

請にあっては当日）までにご提出ください。 

なお、押印・サイン等が必要な書面以外については、電磁的記録にて作成された

PDF（Portable Document Format）形式にてご提出いただくことも可能ですので、必

要に応じてご相談ください。 

 

4.2. ～ 6.4.1.（略） 

別表 1～別表 2（略） 

様式 1～様式 2（略） 

 

（21）「申請者等」とは、型式指定申請等を行う者をいう。 

（22）「申請自動車製作者等」とは、型式指定申請を行う者のうち、自動車を製作する

ことを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者で

あって当該自動車を本邦に輸入することを業とするものをいう。 

（23）「審査に係る書面」とは、型式指定申請等に際し、研究所あてにご提出いただく

ことが定められている書面をいう。 

（24）「ミーティング」とは、型式指定申請等に際し、研究所あてにご説明いただくこ

とが定められている事項及び実施する試験項目に関する事項等の打ち合わせを行

う会議をいう。 

（25）「先行受託試験」とは、自動車等の先行受託試験取扱規程（平成 28 年 4 月 1 日付

け規程第 29 号）に基づく試験をいう。 

（26）「技術的検証」とは、型式指定申請に係る技術的検証取扱規程（平成 28 年 10 月

24 日付け規程第 68 号）に基づく検証をいう。 

 

2．～3.6.（略） 

 

4. 審査に係る書面関係 

4.1. 審査に係る書面については、原則として、国土交通省での型式指定申請等の受付を

希望する日の 9 日前（PHP 届出及び PHP 変更届出にあっては当日）までにご提出くだ

さい。 

 

なお、押印・サイン等が必要な書面以外については、電磁的記録にて作成された PDF

（Portable Document Format）形式にてご提出いただくことも可能ですので、必要に

応じてご相談ください。 

 

4.2. ～ 6.4.1.（略） 

別表 1～別表 2（略） 

様式 1～様式 2（略） 

附則（令和 8年 3月 2 日 自交審第 1274 号） 

      本取扱いは、令和 8 年 3月 2日から実施する。 
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